
快
晴
な
が
ら
本
格
的
な
冬

の
到
来
も
感
じ
ら
れ
た
12
月

3
日
、
都
内
５
コ
ー
ス
、
各

33
社
前
を
巡
る
全
労
連
・
東

京
地
評
争
議
支
援
総
行
動
が

終
日
の
予
定
で
一
斉
に
始
ま

り
ま
し
た
。

全
労
連
の
中
で
雇
い
止
め

や
追
い
出
し
部
屋
、
女
性
社

員
差
別
や
組
合
潰
し
を
意
図

し
た
リ
ス
ト
ラ
・
不
当
解
雇

の
問
題
等
々
に
見
舞
わ
れ
て

い
る
仲
間
は
、
決
し
て
Ｊ
Ｍ

Ｉ
Ｕ
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
の
行
動
は
、
業
種
の
垣
根

を
払
い
、
全
労
連
傘
下
の
労

働
者
が
集
結
し
て
、
正
社
員

だ
け
で
な
く
派
遣
契
約
社
員
、

ア
ル
バ
イ
ト
や
パ
ー
ト
も
含

め
た
労
働
者
が
、
闘
っ
て
い

る
争
議
の
早
期
解
決
を
求
め

て
社
前
で
の
宣
伝
や
申
し
入

れ
が
実
施
さ
れ
る
も
の
で
す
。

昼
メ
イ
ン
・

日
本
Ｉ
Ｂ
Ｍ
本
社
前

こ
の
日
の
行
動
の
メ
イ
ン

は
、
各
コ
ー
ス
の
４
０
０
名

余
り
の
仲
間
が
一
同
に
集
結

し
て
昼
休
み
に
行
わ
れ
た
日

本
Ｉ
Ｂ
Ｍ
本
社
前
行
動
で
し

た
。

歌
の
仲
間
の
Ｉ
Ｂ
Ｍ

支
部
支
援
ソ
ン
グ
で
行
動
開

始
、
東
京
地
評
森
田
議
長
、

Ｊ
Ｍ
Ｉ
Ｕ
生
熊
中
央
執
行
委

員
長
、
国
公
労
連
笠
松
書
記

次
長
か
ら
力
強
い
ご
挨
拶
が

あ
り
、
Ｉ
Ｂ
Ｍ
支
部
大
岡
委

員
長
の
現
状
報
告
、
ロ
ッ
ク

ア
ウ
ト
解
雇
と
賃
金
減
額

裁
判
の
原
告
か
ら
の
決
意

表
明
へ
と
続
き
ま
し
た
。

要
請
団
が
送
り
出
さ
れ
た

後
、
横
断
幕
を
本
社
玄
関

前
に
押
し
出
し
、
こ
の
行

動
の
最
後
に
会
社
に
向
か
っ

て
シ
ュ
プ
レ
ヒ
コ
ー
ル
を

行
い
ま
し
た
。
要
請
団
は
、

現
時
点
で
の
リ
ス
ト
ラ
実

施
状
況
を
会
社
側
に
質
し
ま

し
た
。

司
法
へ
の
要
請
活
動

組
合
は
こ
の
総
行
動
に
伴

い
、
司
法
へ
の
要
請
活
動
も

行
い
ま
し
た
。
以
下
同
日
の

要
請
活
動
か
ら
２
件
報
告
し

ま
す
。

✤
中
央
労
働
委
員
会
要
請
行
動

ロ
ッ
ク
ア
ウ
ト
解
雇
時
の

団
交
拒
否
事
件
に
関
し
て
は
、

既
に
東
京
都
労
働
委
員
会
で

不
当
労
働
行
為
を
認
め
る

「
全
部
救
済
命
令
」
が
確
定

し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

会
社
は
命
令
を
履
行
せ
ず
中

労
委
に
再
審
査
申
立
て
を
行
っ

て
い
ま
す
。
こ
の
事
件
は
、

不
当
労
働
行
為
が
明
確
で
あ

り
「
速
や
か
に
都
労
委
の
命

令
に
沿
っ
た
判
断
を
さ
れ
る

よ
う
」
中
労
委
担
当
者
に
再

度
、
事
件
説
明
を
行
い
ま
し

た
。✤

東
京
地
裁
要
請
行
動

東
京
地
裁
に
提
出
し
た
ロ
ッ

ク
ア
ウ
ト
解
雇
争
議
に
関
す

る
要
請
書
の
内
容
は
、
対
象

社
員
へ
の
自
己
都
合
退
職
強

要
、
応
じ
な
け
れ
ば
ロ
ッ
ク

ア
ウ
ト
解
雇
に
至
る
と
い
う

プ
ロ
セ
ス
を
図
式
化
し
た
も

の
で
す
。
今
回
は
先
日
行
わ

れ
た
日
本
Ｉ
Ｂ
Ｍ
人
事
ト
ッ

プ
の
証
人
調
べ
に
関
連
し
て

フ
ラ
ン
ス
Ｉ
Ｂ
Ｍ
の
大
量
解

雇
事
件
が
控
訴
審
で
勝
訴
し

た
こ
と
を
報
告
・
説
明
し
ま

し
た
。

今
、
世
界
各
地

で
「
自
爆
テ
ロ
」

な
る
忌
ま
わ
し
い

行
為
の
た
め
に
、

多
く
の
罪
な
き
人
々

が
殺
傷
さ
れ
て
い

る
▼
Ｉ
Ｂ
Ｍ
で
は
ど
う
で
あ

ろ
う
か
。
一
株
あ
た
り
の
利

益
は
会
社
の
成
長
の
結
果
、

上
昇
す
る
も
の
だ
。
し
か
し
、

こ
れ
を
20
ド
ル
に
す
る
と
い

う
無
茶
な
目
標
を
設
定
し
、

自
ら
を
縛
っ
て
し
ま
っ
た
。

ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
２
０
１
５
で

あ
る
▼
そ
し
て
開
発
や
買
収

な
ど
成
長
の
た
め
の
投
資
の

３
倍
以
上
の
資
金
を
投
じ
て

自
社
株
買
い
を
行
っ
た
。
こ

れ
で
は
、
他
社
と
の
競
争
に

勝
て
な
い
。
さ
ら
に
多
く
の

罪
な
き
社
員
が
退
職
勧
奨
を

受
け
、
一
部
の
社
員
が
ロ
ッ

ク
ア
ウ
ト
解
雇
さ
れ
た
。
ま

さ
に
「
自
縛
テ
ロ
」
で
あ
る

▼
結
局
、
ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
２

０
１
５
は
断
念
さ
れ
た
が
、

そ
れ
ま
で
に
多
く
の
社
員
が

犠
牲
に
な
っ
た
。
会
社
は
ロ
ー

ド
マ
ッ
プ
２
０
１
５
に
か
わ

る
新
た
な
目
標
を
設
定
し
よ

う
と
し
て
い
る
。
過
ち
は
繰

り
返
さ
な
い
で
欲
し
い
も
の

だ
。

（
Ｆ
）

米
Ｉ
Ｂ
Ｍ
が
２
０
１
４
年

10
月
20
日
、
10
期
連
続
の

減
収
発
表
後
、
世
界
で
６
億

ド
ル
の
リ
ス
ト
ラ
費
用
を
計

上
し
た
こ
と
を
受
け
、
日
本

Ｉ
Ｂ
Ｍ
で
は
ど
の
よ
う
に
実

施
さ
れ
る
か
が
警
戒
さ
れ
ま

し
た
が
、
そ
の
主
な
標
的
に

な
っ
た
の
が
出
向
者
で
す
。

自
分
で
帰
任
先
探
せ
の

横
暴

現
在
日
本
Ｉ
Ｂ
Ｍ
か
ら
Ｉ

Ｓ
Ｃ-

Ｊ
や
Ｉ
Ｂ
Ｉ
Ｔ
に
出

向
し
て
い
る
社
員
は
、
あ
る

日
突
然
部
門
ご
と
出
向
の
身

分
に
な
っ
た
も
の
で
本
人
に

選
択
の
余
地
は
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
。
そ
れ
を
「
自
分
で

帰
任
先
を
探
せ
」
と
い
う
の

は
横
暴
以
外
の
何
も
の
で
も

あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
が
で
き

な
け
れ
ば
転
籍
だ
と
い
う
の

は
明
ら
か
に
不
当
行
為
で
す
。

過
去
に
も
同
様
な

転
籍
強
要

こ
の
よ
う
な
子
会
社
の
出

向
者
を
狙
っ
た
リ
ス
ト
ラ
は

過
去
に
も
あ
り
ま
し
た
。
会

社
は
、
１
９
９
９
年
２
月
24

日
に
間
接
部
門
で
あ
る
経
理

／
財
務
、
総
務
、
人
事
を
そ

れ
ぞ
れ
子
会
社
化
す
る
こ
と

を
発
表
し
ま
し
た
。
こ
の
発

表
を
受
け
て
各
子
会
社
は
、

55
才
以
上
は
、
転
籍
す
る
こ

と
及
び
55
才
未
満
の
人
は
55

才
に
な
っ
た
時
点
で
転
籍
す

る
こ
と
を
条
件
と
し
て
盛
り

込
ん
で
き
ま
し
た
。
組
合
は
、

こ
れ
を
大
き
な
問
題
と
し
て

取
り
上
げ
、
労
働
条
件
を
一

方
的
に
下
げ
る
不
当
労
働
行

為
と
し
て
会
社
に
抗
議
し
、

団
体
交
渉
で
粘
り
強
く
撤
回

を
求
め
ま
し
た
。
そ
の
後
、

経
理
／
財
務
の
子
会
社
は
55

才
転
籍
の
義
務
付
け
は
な
く

し
ま
し
た
が
、
総
務
子
会
社

（
Ｉ
Ｇ
Ａ
Ｓ
）
に
つ
い
て
は

方
針
を
曲
げ
な
か
っ
た
め
、

組
合
は
、
裁
判
を
起
こ
し
て

闘
い
ま
し
た
。

Ｉ
Ｇ
Ａ
Ｓ
で
は
勝
利
和
解

そ
の
結
果
、
２
０
０
１
年

５
月
29
日
に
会
社
（
日
本
Ｉ

Ｂ
Ｍ
）
と
の
和
解
が
成
立
し
、

組
合
員
に
つ
い
て
は
、
55
才

に
な
っ
て
も
転
籍
せ
ず
に

出
向
状
態
を
維
持
で
き
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ

の
和
解
協
定
に
よ
り
、
原
告

の
３
人
だ
け
で
な
く
、
Ｉ
Ｇ

Ａ
Ｓ
の
他
の
組
合
員
（
協
定

締
結
後
に
加
入
し
た
組
合
員

も
含
む
）
に
つ
い
て
も
、
こ

の
協
定
の
適
用
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
、
す
で
に
多
く
の

組
合
員
が
60
才
ま
で
出
向
の

ま
ま
定
年
退
職
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
こ
の
協
定
は
、
Ｉ
Ｇ

Ａ
Ｓ
だ
け
で
な
く
、
他
の
子

会
社
に
も
適
用
さ
れ
ま
す
。

組
合
に
相
談
・加
入
を

出
向
者
で
転
籍
を
強
要
さ

れ
て
い
る
場
合
は
、
ぜ
ひ
、

組
合
に
相
談
下
さ
い
。
相
談

し
た
結
果
、
腑
に
落
ち
れ
ば

ぜ
ひ
組
合
に
加
入
し
、
出
向

の
ま
ま
転
籍
せ
ず
に
す
む
よ

う
行
動
し
ま
し
ょ
う
。
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(1)２０１４年１２月１５日 か い な 第２２５６号

退職勧奨
転籍強要
されたら

組合へ連絡を

全 日 本 金 属 情 報 機 器
労 働 組 合 ( J M I U )
日 本 ア イ ビ ー エ ム 支 部

東京都港区赤坂2丁目20の6
川瀬ビル5F 〒107-0052
T E L : 0 3 - 3 5 8 3 - 9 0 3 7
F A X : 0 3 - 5 5 6 2 - 0 8 5 3

定価 月 500円

２０１４年１２月１５日 か い な 第２２５６号 (4)

組 合 な ん で も 相 談 窓 口 担 当 者
事業所名 職場名 氏名 電話番号

本 社 SO事業統括．ＩＴＳＯ事業戦略 杉野 憲作 205-6550

本 社 SWG．グローバル・ラ イ センシング事業部．ELAソリューショ ンズ 大場 伸子 206-4650

幕 張 価格計画．S&D価格計画 石原 隆行 205-6483

幕 張 TSDL・IMクラ イアント TS 橋本 弘嗣 1819-4060

豊 洲 ＴＳDＬ．第一Ｌｏｔｕｓ ＴＳ 田中 純 1206-0562

豊 洲 ＴＳDＬ．ＩＳＥＬ・Ｓｙｓｔｅｍ技術 大岡 義久 1801-2359

豊 洲 ＰＬＭ ＳＳ．設計・開発ＳＯＬ ＳＶＣ 本間 孝之 1209-0231

名古屋 GBS.インダストリアル・アプリケーショ ン開発 板倉 浩 205-2205

大 阪 ＧＦＳ．西日本グリーンファ シリティＳＶＣ 山本 茂秋 1505-5420

大 阪 西日本地区技術・技術推進 河本 公彦 1505-5204

●組合事務所電話 ０３－３５８３－９０３７ 火、水、金 １０時～１６時

ＦＡＸ ０３－５５６２－０８５３

ｅ－ｍａｉｌ jmiu-ibm@i.bekkoame.ne.jp 組合HP: http://www.jmiu-ibm.org/

注）上記窓口は、事業所にこだわらず、連絡のとれる電話番号へどうぞ

東京法律

事務所

03-3355-0611㈹

弁護士 水口 洋介、 今泉 義竜、 本田 伊孝

http://analyticalsociaboy.txt-nifty.com/yoakemaeka/

東京都新宿区四谷一丁目２番地 伊藤ビル６Ｆ

労働問題以外の民事一般についても相談受け付けます

（お手数ですが電話により予約をお願いします）

Ｉ
Ｓ
Ｃ-

Ｊ
な
ど
転
籍
強
要
に
関
連
し
て

２
０
０
１
年
協
定

組
合
に
加
入

60
才
ま
で
転
籍
な
し

全
労
連
・
東
京
地
評
総
行
動

宣伝行動する仲間たち

支援ソングを歌う橋本のぶよさん(中央)
と大熊啓さん(右)

春闘前進へ活発議論

11月29～30日、ＪＭＩＵ 15国民春闘討論集会・

第27回組織建設全国会議に参加してきました。

生熊中央執行委員長、三木書記長は会議の冒頭

で「15春闘と昨年春闘の違いをつかみ、この15

春闘を前進させる条件を確認し更に確信にしよ

う」「今回の衆議院解散総選挙の争点は安倍暴

走政治にストップをかけること。選挙を通して

労働者の要求・政策を社会に訴え政治の場にも

反映できるように取組もう」と呼びかけました。

全国から参加した各支部の代表から、ビラまき

や個別相談を通じた地道な組織拡大の活動報告

が行われました。そしてこれまでの秋闘年末一

時金要求の総括を踏まえた15春闘での更なる要

求獲得への取組みについても活発な議論が交わ

されました。 （８Ｃ）
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東
京
地
裁
の
サ
ム
・
ラ
ダ
ー

尋
問
の
翌
日
の
11
月
18
日

に
、
組
合
は
会
社
と
中
央
団

体
交
渉
を
行
い
、
４
Ｑ
の
Ｒ

Ａ
プ
ロ
グ
ラ
ム
や
ロ
ッ
ク
ア

ウ
ト
解
雇
、
Ｍ
Ｂ
Ａ
な
ど
に

つ
い
て
追
及
し
ま
し
た
。

Ｒ
Ａ
や
ロ
ッ
ク
ア
ウ
ト

解
雇
を
や
る
な

組

４
Ｑ
の
Ｒ
Ａ
プ
ロ
グ
ラ

ム
は
、
や
ら
な
い
よ
う
要
求

す
る
。
サ
ム
は
現
時
点
で
は

や
ら
な
い
と
い
っ
た
。

会

具
体
的
な
計
画
は
な
い
。

組

４
Ｑ
は
始
ま
っ
て
い
る
。

組
合
と
し
て
明
確
に
「
や
る

な
」
と
要
求
す
る
。
日
本
Ｉ

Ｂ
Ｍ
の
方
針
を
回
答
し
て
い

た
だ
き
た
い
。

会

要
求
の
趣
旨
は
理
解
し

た
。
会
社
は
ビ
ジ
ネ
ス
ニ
ー

ズ
に
基
づ
い
て
動
く
。

組

現
在
そ
ん
な
計
画
は
な

い
と
い
っ
た
の
で
、
ニ
ー
ズ

が
な
い
の
だ
な
。

会

Ｉ
Ｂ
Ｍ
は
ニ
ー
ズ
を
い

つ
も
検
討
し
て
い
る
。
ニ
ー

ズ
が
あ
っ
て
も
、
や
る
・
や

ら
な
い
は
経
営
判
断
で
あ
る
。

組

検
討
は
し
て
い
る
が
、

決
定
は
し
て
い
る
と
い
う
こ

と
な
ら
中
止
し
て
欲
し
い
。

検
討
内
容
に
つ
い
て
労
働
組

合
と
協
議
す
る
必
要
が
あ
る
。

会

協
議
は
拒
否
し
て
い
な

い
。

組

事
前
協
議
は
拒
否
し
て

い
る
。

組

昨
日
の
サ
ム
の
尋
問
で

ロ
ッ
ク
ア
ウ
ト
解
雇
は
な
い

と
言
っ
た
。

会

現
時
点
で
確
定
し
た
も

の
で
は
な
い
。

組

都
労
委
に
実
効
確
保
の

措
置
勧
告
を
求
め
た
。
そ
の

資
料
で
リ
ス
ト
ラ
予
算
計
上

時
と
ロ
ッ
ク
ア
ウ
ト
解
雇
が

一
致
し
て
い
る
。
偶
然
で
は

な
い
。

会

サ
ム
も
会
社
も
争
い
は

好
ま
な
い
。
予
算
措
置
が
使

え
る
と
き
に
解
雇
が
一
致
し

た
こ
と
は
あ
る
。

組

４
Ｑ
で
解
雇
の
予
定
は

あ
る
か
。

会

現
時
点
で
は
な
い
。

組

程
度
は
あ
る
が
低
評
価

を
理
由
に
解
雇
は
許
さ
れ
な

い
。

（
組
合
の
コ
メ
ン
ト
：
東
京

地
裁
の
サ
ム
・
ラ
ダ
ー
尋
問

お
よ
び
中
央
団
交
に
お
い
て
、

会
社
は
「
現
時
点
で
は
」
を

強
調
し
て
、
Ｒ
Ａ
プ
ロ
グ
ラ

ム
も
ロ
ッ
ク
ア
ウ
ト
解
雇
も

「
計
画
は
な
い
」
と
言
っ
て

い
ま
す
。
組
合
は
リ
ス
ト
ラ

を
阻
止
す
る
た
め
、
実
効
確

保
の
措
置
勧
告
や
本
社
前
宣

伝
行
動
な
ど
あ
ら
ゆ
る
手
段

を
尽
く
し
て
い
き
ま
す
）

Ｃ
Ａ
Ｍ
Ｓ
Ｓ
で
Ｍ
Ｂ
Ａ
？

組

今
年
の
Ｍ
Ｂ
Ａ
は
？

会

11
月
12
日
に
発
表
し

た
。
Ｃ
Ａ
Ｍ
Ｓ
Ｓ
の
ス
キ
ル

を
持
っ
て
い
て
活
用
し
て
い

る
人
に
適
用
す
る
。

組

Ｃ
Ａ
Ｍ
Ｓ
Ｓ
と
い
う
と

職
種
と
異
な
る
。
Ｍ
Ｂ
Ａ
の

趣
旨
と
異
な
る
。

会

今
日
の
日
経
で
も
あ
っ

た
が
Ｃ
Ａ
Ｍ
Ｓ
Ｓ
の
競
争
が

激
し
い
。
そ
の
人
材
に
投
資

す
る
。
Ｓ
Ｅ
と
い
う
職
種
で

切
っ
て
い
る
訳
で
は
な
い
。

組

市
場
か
ら
み
て
給
与
水

準
が
低
い
人
が
対
象
か
。
高

い
人
は
ど
う
す
る
の
か
。

会

Ｃ
Ａ
Ｍ
Ｓ
Ｓ
に
フ
ォ
ー

カ
ス
し
て
い
る
。
Ｐ
Ｍ
Ｒ
を

含
め
て
決
定
す
る
。

組

対
象
は
何
人
か
。

会

検
討
中
で
あ
る
。

組

ル
ー
ル
上
、
Ｃ
Ａ
Ｍ
Ｓ

Ｓ
に
だ
け
フ
ォ
ー
カ
ス
す
る

の
は
お
か
し
い
。
そ
れ
な
ら

臨
時
昇
給
で
対
応
す
れ
ば
い

い
。

会

市
場
的
に
需
要
が
高
い

人
に
投
資
す
る
。

組

「
Ｃ
Ａ
Ｍ
Ｓ
Ｓ
に
働
い

て
い
る
人
以
外
は
い
ら
な
い
」

と
言
わ
れ
て
い
る
気
が
す
る
。

（
組
合
の
コ
メ
ン
ト
：
会
社

は
Ｍ
Ｂ
Ａ
の
運
用
を
全
く
説

明
も
な
く
変
更
し
て
、
「
Ｃ

Ａ
Ｍ
Ｓ
Ｓ
に
フ
ォ
ー
カ
ス
し

て
い
る
」
と
言
っ
て
き
ま
し

た
。
し
か
し
対
象
人
数
す
ら

答
え
ら
れ
な
い
ず
さ
ん
な
状

況
で
す
）

(3)２０１４年１２月１５日 か い な 第２２５６号 ２０１４年１２月１５日 か い な 第２２５６号 (2)

労働者の生活の糧を根底から揺さぶる、賃金減額措置
１１月２７日、賃金減額裁判の口頭弁論が東京地裁６２０号法廷で開かれ、原告の意見陳述が

行われました。以下に、原告の意見陳述書を掲載します。

意 見 陳 述 書

２０１４年１１月２７日

東京地方裁判所民事第１１部 御中

１ 入社からの経緯

私は、１９９Ｘ年１２月に現在の会社の子会社

であるコンピューター・ソフトウェア会社である

○○○株式会社に中途入社しました。この会社が、

２００Ｘ年、日本アイ・ビー・エムに吸収合併さ

れ、それ以来、企業からのコンピューター・ソフ

トウェアに関わる問い合わせを担当する部門で約

１８年無遅刻・無欠勤で働いてきました。

２ 労働環境改善への取り組み

２００２年、合併前の勤務先と比べて、賃金不

払い残業（サービス残業）があまりに多いことに、

疑問を抱き始めました。周囲には、疲れ果てて、

日曜日は終日寝ているしかないという同僚や、

「このままでは、過労死するかもしれない」とつ

ぶやく同僚が出ていました。前の会社は、残業防

止のため、出退勤時刻をＩＤカードを使用し、自

動的に記録するシステムでしたが、現在の会社は、

出退勤時刻を、自分で数字をパソコンで手入力す

る前近代的な方法です。会社から残業管理を命じ

られた上司の下で、労働時間を少なめに記録する

同僚も多くいます。

毎月５０時間以上の残業に、「このままでは、

同僚も含め、私自身も体調を崩しかねない」と私

は、会社近くの品川労働基準監督署に賃金不払い

残業を申告しました。そして、２００３年１月、

企業に改善を求める「指導票」が会社に交付され

ました。しかし、現在も多くの人の賃金不払い残

業は、放置されています。長時間労働の末、精神

疾患を発症し、退職に追い込まれる人が少なくあ

りません。当社に転籍したとたんに、労働環境が

著しく悪化し、病気がち、特に精神疾患の人が多

くいることに驚きました。

そのような労働環境の中、私は、日々、仕事に

真摯に取り組んでいますが、２００６年、２００

８年、２０１４年には退職勧奨を受けました。

３ 最近の状況

２０１４年７月２９日、上司に、ある仕事を終

えたことを報告した際、「バイト君でもできる仕

事だ」と罵倒されました。上司自らが私に指示し

た仕事にも関わらず、です。この発言は、私自身

に対しての侮蔑のみならず、非正規労働者への差

別の意図も感じられました。

労働基準監督署に法違反を申告したり、本給減

額の人事施策について今回のように裁判所に提訴

した「うるさい」私が狙われているのではないか、

と感じます。

本給を大きく減額された上に、上司らからこの

ような精神的苦痛をたびたび受けながらも、私は、

気持ちを奮い立たせて、日々、職務に忠実に取り

組んでいます。

４ 減額の生活への影響

２０１３年、２０１４年と本給合計６６、９０

０円を減らされてしまい、現在の本給は３０４、

６００円です。この数字は、中途入社した２６歳

当時の賃金以下であり、この１８年の努力を否定

されたようなものです。精神的苦痛、経済的打撃

は計り知れません。

２０１１年に、長年に渡る不妊治療の末、待ち

に待った長女が誕生しました。しかし、不妊治療

には、百万単位の多額の費用が必要でした。そし

て、その頃、近い将来に本給が減額されるとは想

定していませんでした。家賃の軽減や、家庭の事

情により、長女の出生後、２０１２年に東京都内

から近県に引越し、住居費の節減を図ってきまし

た。しかし、その後、２回に渡る本給の大幅な減

額は、都内までの超長距離通勤の努力を吹き飛ば

すくらいの打撃があります。

さらに、これから養育費や教育費がかかってい

くだろうときに、この減額の影響は非常に大きく、

今までの貯蓄を切り崩しながら、何とかやりくり

して暮らしています。娘は、まだ３歳ですが、不

自由のない食生活をさせてやりたいとの思いが募

ります。

５ 裁判所へのお願い

この賃金減額制度は、使用者の自由裁量で給与

を下げることが可能である制度で、生活を破壊す

るだけではなく、労働者の尊厳をも踏みにじって

います。裁判所におかれましては、労働者の生活

の糧である賃金を根底から揺さぶる、この賃金減

額措置の是非について、弊社のみではなく、日本

の労働者全体に与える影響を考慮の上、冷静な判

断をお願いする次第です。

以上

団
交
で
会
社
を
追
及

団交報告

R
A
や
ロ
ッ
ク
ア
ウ
ト
解
雇
や
る
な

従業員代表選挙 組合推薦候補への投票に感謝
11月25日、36協定更新などのための従業員代表選出選挙が、本社、豊洲、幕張、大阪の各事業所にて行われました。

組合は、計7つのブロックに候補を出して選挙に臨みました。結果は下表のとおりです。組合推薦候補に投票くださった

多くの方々に、心から感謝します。

本年度は、従来本社事業所だけだった

電子投票が、本社以外の各事業所にも導

入された中、各ブロックとも組合推薦候

補は善戦しましたが、残念ながらブロッ

ク代表には至りませんでした。

今回選出された従業員代表は、今後1

年間、就業規則変更などの際、意見聴取

されます。会社から指示された内容では

なく、多くの従業員の利益代表として意

見を述べてくださるよう、改めてお願い

するものです。

事業所／
ブロック 組合推薦候補 得票数 得票率 相手得票数 相手得票数÷

有権者数

本社／第一 大場 伸子 263 23.9% 837 55.9%

本社／第三 吉野 浩介 284 20.0% 1,134 62.8%

本社／第五 並木 和男 334 20.1% 1,327 63.3%

豊洲／第二 田中 純 59 21.3% 218 63.6%

幕張／第一 橋本 弘嗣 91 27.6% 239 63.4%

幕張／第二 石原 隆行 84 25.1% 250 61.9%

大阪／第一 河本 公彦 50 27.8% 130 63.4%


